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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

(注) １ 当社は中間連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりま

せん。 

２ 当社は持分法の対象となる関連会社がないため、「持分法を適用した場合の投資利益」については記載しておりません。

３ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

４ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりませ

ん。 

５ 中間配当制度は採用しておりません。 

  

回次 第139期中 第140期中 第141期中 第139期 第140期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 5,013 4,581 5,728 9,576 8,677

経常損益 (百万円) △178 171 437 △90 338

中間(当期)純損益 (百万円) △109 462 383 △149 628

持分法を適用した場合の 
投資利益 

(百万円) ― ― ― ― ―

資本金 (百万円) 800 800 800 800 800

発行済株式総数 (千株) 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

純資産額 (百万円) 4,038 4,460 5,173 4,004 4,722

総資産額 (百万円) 16,250 13,625 15,696 15,530 14,300

１株当たり純資産額 (円) 252.51 278.97 323.66 250.40 295.43

１株当たり 
中間(当期)純損益 

(円) △6.85 28.90 24.00 △9.37 39.30

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) ― ― ― ― 2.00

自己資本比率 (％) 24.8 32.7 33.0 25.8 33.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △97 356 217 △305 281

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 53 2,040 △259 359 1,909

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 24 △2,139 51 △153 △1,981

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(百万円) 671 849 810 591 801

従業員数 (人) 447 365 355 370 361



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 臨時従業員の総数が従業員数の100分の10未満のため記載を省略しております。 

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合との間に特記すべき事項はありません。 

  

従業員数(人) 355 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間会計期間のわが国経済は、アメリカ、中国、東南アジアの好調な景気を背景とした輸出増により企業の設

備投資が拡大しました。企業収益の好転から雇用環境も改善されてきており個人消費も底堅く推移するなど民需が

貢献し緩やかな回復基調となりました。しかし、原油価格は世界的な需要増と供給不安から高騰を続けており企業

収益の圧迫、景気への影響が懸念されます。 

内航海運業界では運賃・用船料の上昇というプラス面もあって代替建造に踏み切る船主も一部には出てきました

が、造船船価の上昇、船員法改正といった船主経営へのマイナス材料があり船舶建造は総体としては低調でありま

した。外航・近海船はアジアの活況で運賃市況が好調を持続し船舶建造需要も旺盛でありました。輸出関係でもア

ジア向けの貨物船、ケミカル船等に引合いが続いています。一方、漁船の建造は国内外とも低調となりました。 

当中間会計期間の業績につきましては外航・近海船の積極的な受注に努めました結果、受注高は8,046百万円（前

年同期比63.6%増）売上高は5,728百万円（前年同期比25.0%増）となり、受注残高は大型４サイクル機関や２サイク

ル機関が増え5,088百万円（前年同期比134.0%増）となりました。 

損益面につきましては、鋼材をはじめとする諸資材急騰の影響はありましたが、一昨年秋の人員削減等の合理化

諸施策の効果が持続しているところへ、海外向けを中心として主機関の生産量が増加し稼働率が向上したこと、海

外向け部品売上が好調であったことが寄与し営業利益557百万円（前年同期比83.6%増）経常利益437百万円（前年同

期比155.3%増）を計上することが出来ました。税効果会計により未計上の繰延税金資産を見直した結果、税金費用

が減少し中間純利益は383百万円（前年同期比17.0%減）となりました。 

部門別の状況は次のとおりであります。 

主機関は外航・近海向けや東南アジア向け輸出の増加で売上高は前年同期比47.2%増の3,398百万円となりまし

た。部分品・修理工事につきましても海外向けが増加し、売上高は前年同期比11.1%増の2,314百万円となりまし

た。 

  

(2) キャッシュ・フロー 

当中間会計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同期に比べ39百万円減少し、当中間期

末は810百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は、217百万円（前年同期は356百万円の収入）となりました。これは主に、売上債

権は810百万円増加したものの、仕入債務が725百万円の増加となり、税引前中間純利益428百万円を計上したことに

よるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果、使用した資金は、259百万円（前年同期は2,040百万円の収入）となりました。これは主に、有

形固定資産の取得209百万円によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果、得られた資金は、51百万円（前年同期は2,139百万円の使用）となりました。これは主に、短期

借入金の増加41百万円によるものであります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間会計期間における生産実績を事業区分ごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 金額は平均販売価格により示しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 

当中間会計期間における受注状況を事業区分ごとに示すと、次のとおりであります。 

  

  

(3) 販売実績 

当中間会計期間における販売実績を事業区分ごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 最近２中間会計期間の主要な輸出先及び輸出販売高及び割合は、次のとおりであります。 

  なお、( )内は輸出販売高の総販売高に占める割合であります。 

  

  
  

事業区分 金額(百万円) 前年同期比(％) 

内燃機 5,637 30.7 

産業機械 14 △90.5 

合計 5,651 26.5 

事業区分 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％) 

内燃機 8,043 64.2 5,088 143.6 

産業機械 3 △80.5 － △100.0 

合計 8,046 63.6 5,088 134.0 

事業区分 金額(百万円) 前年同期比(％) 

内燃機 5,713 30.1 

産業機械 15 △92.0 

合計 5,728 25.0 

輸出先 

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％) 

東アジア 866 45.8 648 27.0

東南アジア 452 23.9 497 20.8

ヨーロッパ 21 1.1 114 4.8

中央アメリカ 531 28.1 1,087 45.5

その他 20 1.1 44 1.9

合計 
1,892
(41.3％) 

100.0
2,393
(41.8％) 

100.0



３ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社は、船舶用ディーゼルエンジン、周辺機器等、製品の開発から出荷、メンテナンスまで一貫した事業活動を通

して、独自の技術力とアフターサービスを提供し、顧客の満足を得ることを基本としております。 

現在、研究開発は技術部及び商品開発室により推進されており、研究開発のスタッフは９名であります。 

当中間会計期間における研究開発費の総額は21百万円であります。 

なお、研究開発の主な内容は、次のとおりであります。 

(1) 高度船舶安全管理システムの開発 

船陸間が一体となって実行するシステムで、主機関の部品寿命予測や故障診断・故障予知などを行うことで、海

難事故の防止や省人化、内航船の運航効率向上に寄与することを目的としております。プロトタイプの機能試験を

完了し、内定案件での実用化とともに汎用のシステムとして商品化を進めております。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

前事業年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。また、当中間会計期間にお

いて、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月22日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 16,000,000 16,000,000
大阪証券取引所
(市場第二部) 

― 

計 16,000,000 16,000,000 ― ― 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成17年４月１日～ 
平成17年９月30日 

― 16,000,000 ― 800 ― 41

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１―２ 790 4.93

木 下 清 子 明石市東人丸町30―17 687 4.29

有限会社ティ・オゾネ 神戸市中央区中町通３丁目２―15 650 4.06

阪神ディーゼル取引先持株会 神戸市中央区海岸通８ 539 3.36

木 下 和 彦 神戸市垂水区星ケ丘１丁目１―28 538 3.36

株式会社アンダーウッド 明石市東人丸町30―17 500 3.12

京阪神興業株式会社 神戸市中央区浪花町15 450 2.81

阪神内燃機工業従業員持株会 明石市貴崎５丁目８―70 445 2.78

株式会社オゾネ 神戸市中央区中町通３丁目２―15 361 2.26

株式会社ノザワ 神戸市中央区浪花町15 350 2.18

合計 ― 5,311 33.19



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

  

  

② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

  
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 16,000

― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 15,839,000 15,839 ― 

単元未満株式 普通株式 145,000 ― １単元(1,000株)未満の株式 

発行済株式総数 普通株式 16,000,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 15,839 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

（自己保有株式） 
阪神内燃機工業株式会社 

神戸市中央区海岸通８ 16,000 ― 16,000 0.1

合計 ― 16,000 ― 16,000 0.1

月別 
平成17年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 270 235 235 257 310 319

最低(円) 210 201 210 222 229 280



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし

書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)及

び当中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間財務諸表について、中央青山監査法人による

中間監査を受けております。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 

  



【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

    前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

現金及び預金   849   860 801   

受取手形 ※２ 741   1,675 1,071   

売掛金   2,448   2,294 1,966   

棚卸資産   2,131   2,703 2,467   

その他   150   231 290   

貸倒引当金   △111   △129 △120   

流動資産合計    6,208 45.6 7,634 48.6   6,476 45.3

Ⅱ 固定資産          

有形固定資産 ※1,2 6,533   6,663 6,633   

建物   586   659 663   

機械及び装置   628   626 646   

土地   5,089   5,089 5,089   

その他   229   288 234   

無形固定資産   9   18 22   

投資その他の資産   873   1,380 1,167   

投資有価証券 ※２ 713   1,047 877   

その他   279   383 341   

貸倒引当金   △118   △50 △50   

固定資産合計    7,416 54.4 8,061 51.4   7,824 54.7

資産合計    13,625 100.0 15,696 100.0   14,300 100.0

           



  
    前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 
当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

支払手形   961   1,255 890   

買掛金   872   1,275 915   

短期借入金 ※２ 2,378   743 671   

前受金   592   635 515   

賞与引当金   109   186 132   

製品保証等引当金   16   23 15   

その他 ※３ 713   794 731   

流動負債合計    5,643 41.5 4,914 31.3   3,872 27.1

Ⅱ 固定負債          

長期借入金 ※２ 627   2,472 2,493   

再評価に係る 
繰延税金負債   1,986   1,986 1,986   

退職給付引当金   546   720 717   

役員退職引当金   59   60 65   

その他   301   368 443   

固定負債合計    3,521 25.8 5,608 35.7   5,705 39.9

負債合計    9,164 67.3 10,523 67.0   9,578 67.0

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    800 5.9 800 5.1   800 5.6

Ⅱ 資本剰余金          

資本準備金   41   41 41   

資本剰余金合計    41 0.3 41 0.3   41 0.3

Ⅲ 利益剰余金          

利益準備金   22   27 22   

任意積立金          

 固定資産圧縮積立金   ―   117 ―   

中間(当期)未処分利益   525   920 691   

利益剰余金合計    547 3.9 1,065 6.8   713 4.9

Ⅳ 土地再評価差額金    2,858 21.0 2,858 18.2   2,858 20.0

Ⅴ その他有価証券 
評価差額金    213 1.6 409 2.6   310 2.2

Ⅵ 自己株式    △0 △0.0 △1 △0.0   △1 △0.0

資本合計    4,460 32.7 5,173 33.0   4,722 33.0

負債・資本合計    13,625 100.0 15,696 100.0   14,300 100.0

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度の要約損益計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    4,581 100.0 5,728 100.0   8,677 100.0

Ⅱ 売上原価    3,400 74.2 4,203 73.4   6,392 73.7

売上総利益    1,181 25.8 1,524 26.6   2,284 26.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費    877 19.2 967 16.9   1,715 19.8

営業利益    303 6.6 557 9.7   569 6.5

Ⅳ 営業外収益 ※１  12 0.3 10 0.2   45 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※２  145 3.2 131 2.3   275 3.2

経常利益    171 3.7 437 7.6   338 3.8

Ⅵ 特別利益 ※３  14 0.3 ― ―   14 0.2

Ⅶ 特別損失 ※４  338 7.3 8 0.1   342 3.9

税引前中間(当期) 
純利益    ― ― 428 7.5   10 0.1

税引前中間純損失    152 △3.3 ― ―   ― ―

法人税、住民税 
及び事業税   64   218 110   

法人税等調整額   △678 △614 △13.4 △172 45 0.8 △727 △617 △7.1

中間(当期)純利益    462 10.1 383 6.7   628 7.2

前期繰越利益    ― 536   ― 

前期繰越損失    913 ―   913 

土地再評価差額金 
取崩額    976 ―   976 

中間(当期)未処分 
利益    525 920   691 

           



③ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

   
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度の要約キャ
ッシュ・フロー計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

税引前中間(当期)純利益  ― 428 10

税引前中間純損失  △152 ― ―

減価償却費  82 93 168

賞与引当金の増加額  1 54 24

退職給付引当金の増加額 
(△減少額) 

 48 △37 91

役員退職引当金の増加額 
(△減少額) 

 3 △4 8

貸倒引当金の増加額 
(△減少額) 

 △2 6 43

受取利息及び受取配当金  △1 △1 △9

投資有価証券売却益  △0 ― △0

支払利息  51 37 90

有形固定資産売却益  △14 △0 △14

有形固定資産売却損  ― 0 ―

有形固定資産廃却損  6 8 7

事業構造改革損  331 ― 334

売上債権の減少額 
(△増加額) 

 173 △810 206

棚卸資産の減少額 
(△増加額) 

 36 △235 △382

仕入債務の増加額 
(△減少額) 

 △92 725 △121

その他  △53 107 △83

小計  415 370 372

利息及び配当金の受取額  6 7 7

利息の支払額  △62 △37 △95

法人税等の支払額  △2 △123 △2

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 356 217 281



  

  

   
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度の要約キャ
ッシュ・フロー計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

定期預金の預入による支出  ― △50 ―

有形固定資産の取得による 
支出 

 △11 △209 △126

有形固定資産の売却による 
収入 

 2,043 0 2,043

無形固定資産の取得による 
支出 

 ― △1 △13

無形固定資産の売却による 
収入 

 ― 5 ―

投資有価証券の取得による 
支出 

 △1 △1 △2

投資有価証券の売却による 
収入 

 0 ― 0

預託証券の売却による収入  7 ― 8

その他  1 △2 △0

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 2,040 △259 1,909

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

短期借入金の純増減額  △62 41 △1,888

長期借入金の借入による収入  295 200 2,336

長期借入金の返済による支出  △2,372 △189 △2,427

その他  △0 △0 △0

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △2,139 51 △1,981

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 ― ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  257 8 209

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 591 801 591

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 849 810 801

    



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価の方法 

(1) 棚卸資産 

 製品・仕掛品 

  個別法(一部総平均法)

に基づく原価法 

(1) 棚卸資産 

 製品・仕掛品 

  個別法(一部総平均法)

に基づく原価法 

(1) 棚卸資産 

 製品・仕掛品 

  個別法(一部総平均法)

に基づく原価法 

   原材料・貯蔵品 

  総平均法に基づく原価

法 

 原材料・貯蔵品 

  総平均法に基づく原価

法 

 原材料・貯蔵品 

  総平均法に基づく原価

法 

  (2) 有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間期末前１ヶ月の

市場価格等の平均に基

づく時価法(評価差額

は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は

移動平均法により算

定) 

(2) 有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

(2) 有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   期末前１ヶ月の市場

価格等の平均に基づく

時価法(評価差額は全

部資本直入法により処

理し、売却原価は移動

平均法により算定) 

    時価のないもの 

   移動平均法に基づく

原価法 

  時価のないもの 

同左 

  時価のないもの 

同左 

  (3) デリバティブ 

  時価法 

(3) デリバティブ 

同左 

(3) デリバティブ 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

  建物(附属設備を含む)

は定額法、建物以外は定

率法によっております。 

  なお取得価額が10万円

以上20万円未満の資産に

ついては、法人税法の規

定に基づく３年均等償却

によっております。 

  主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物及び構築物 ７～60年

機械装置及び 
車両運搬具 

２～11年

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

  (2) 無形固定資産 

  定額法を採用しており

ます。 

  なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における見込利用可能

期間(５年)による定額法

を採用しております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  売上債権、貸付金等の

貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額

を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 



  

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  (2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支払に

充てるため、支給見込額

基準に基づき計上してお

ります。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

同左 

  (3) 製品保証等引当金 

  売上製品の保証等の費

用に充てるため、売上高

に対する過去の実績比率

に基づき計上しておりま

す。 

(3) 製品保証等引当金 

同左 

(3) 製品保証等引当金 

同左 

  (4) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末

において発生していると

認められる額を計上して

おります。 

  なお、会計基準変更時

差異(1,634百万円)は、

10年による均等額を営業

外費用として処理してお

ります。 

  過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数(10年)による定額法

により費用処理しており

ます。 

  数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

(10年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費

用処理することとしてお

ります。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

(4) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき計上しております。 

  なお、会計基準変更時

差異(1,634百万円)は、

10年による均等額を営業

外費用として処理してお

ります。 

  過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数(10年)による定額法

により費用処理しており

ます。 

  数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

(10年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費

用処理することとしてお

ります。 

  (5) 役員退職引当金 

  役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に

基づく中間期末要支給額

を計上しております。 

(5) 役員退職引当金 

同左 

(5) 役員退職引当金 

  役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計

上しております。 

４ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 



  

  

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっ

ております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

 ヘッジ手段 

  金利スワップ 

 ヘッジ対象 

  資金調達に係る金利変

動リスク 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

  (3) ヘッジ方針 

  市場リスク管理方針に

基づき、借入金金利変動

リスクをヘッジする手段

として金利スワップ取引

を取り扱うことにしてお

ります。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

  (4) ヘッジの有効性評価の

方法 

  借入金の支払利息にか

かわる金利変動額と金利

スワップ取引の金利変動

額との累計を比率分析に

より測定し、有効性の評

価を行います。 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

６ 中間キャッシュ・

フロー計算書(キ

ャッシュ・フロー

計算書)における

資金の範囲 

 中間キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短

期投資からなっておりま

す。 

同左  キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び

現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

７ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

追加情報 

  

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日)）及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

――― 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第9号）が平成

15年3月31日に公布され、平成16年4

月1日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間会計期間から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」（平成16年2月13日企

業会計基準委員会実務対応報告第12

号）に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び

一般管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が10百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益が、10百

万円減少しております。 

――― 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第9号)が平成15

年3月31日に公布され、平成16年4月

1日以後に開始する事業年度より外

形標準課税制度が導入されたことに

伴い、当事業年度から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取

扱い」（平成16年2月13日企業会計

基準委員会実務対応報告第12号)に

従い法人事業税の付加価値割及び資

本割については、販売費及び一般管

理費に計上しております。この結

果、販売費及び一般管理費が20百万

円増加し、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益が、20百万円減少

しております。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

  
前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額 
8,394百万円 8,434百万円 8,465百万円 

        

※２ 担保に供してい

る資産 
      

   受取手形 219百万円 60百万円 61百万円 

   有形固定資産 
   (工場財団) 

5,469百万円 5,498百万円 5,499百万円 

   投資有価証券 605百万円 910百万円 716百万円 

   上記資産に対応する債務

は短期借入金2,125百万円

及び長期借入金(１年以内

返済の長期借入金を含む) 

881百万円であります。 

 この内短期借入金1,725

百万円及び長期借入金(１

年以内返済の長期借入金を

含む)811百万円は工場財団

抵当に対応する借入金であ

ります。 

 上記資産に対応する債務

は短期借入金300百万円及

び長期借入金(１年以内返

済の長期借入金を含む) 

2,791百万円であります。 

 この内短期借入金200百

万円及び長期借入金(１年

以内返済の長期借入金を含

む)2,007百万円は工場財団

抵当に対応する借入金であ

ります。 

 上記資産に対応する債務

は短期借入金250百万円及

び長期借入金(１年以内返

済の長期借入金を含む) 

2,773百万円であります。 

 この内短期借入金100百

万円及び長期借入金(１年

以内返済の長期借入金を含

む)2,450百万円は工場財団

抵当に対応する借入金であ

ります。 

        

※３ 消費税等の表示

方法 

 「仮払消費税等」と「仮

受消費税等」とを相殺し、

差額の「未払消費税等」21

百万円は流動負債の「その

他」に含めて表示しており

ます。 

 「仮払消費税等」と「仮

受消費税等」とを相殺し、

差額の「未払消費税等」41

百万円は流動負債の「その

他」に含めて表示しており

ます。 

――― 

        

 ４ 受取手形割引高 1,179百万円 514百万円 599百万円 



(中間損益計算書関係) 

  

  

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 営業外収益のう

ち主要なもの 

      

   受取利息 1百万円 0百万円 2百万円 

   受取配当金 0百万円 1百万円 7百万円 

   研究開発補助金 1百万円 1百万円 12百万円 

        

※２ 営業外費用のう

ち主要なもの 

      

   支払利息 51百万円 37百万円 90百万円 

   退職給付費用 81百万円 81百万円 163百万円 

        

※３ 特別利益のうち

主要なもの 

      

   土地売却益 14百万円 ――― 14百万円 

        

※４ 特別損失のうち

主要なもの 

      

   事業構造改革損 331百万円 

事業構造改革損の内訳は、

長期保有棚卸資産の廃棄及

び評価損200百万円と、製

品機種整理による固定資産

廃却等131百万円でありま

す。 

――― 334百万円 

事業構造改革損の内訳は、

長期保有棚卸資産の廃棄及

び評価損200百万円と、製

品機種整理による固定資産

廃却等134百万円でありま

す。 

        

 ５ 減価償却実施額       

   有形固定資産 81百万円 92百万円 167百万円 

   無形固定資産 0百万円 1百万円 0百万円 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

平成16年９月30日現在 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

平成17年９月30日現在 

 現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

平成17年３月31日現在 

  

現金及び預金勘定 849百万円

現金及び現金同等物 849百万円

現金及び預金勘定 860百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△50百万円

現金及び現金同等物 810百万円
  

現金及び預金勘定 801百万円

現金及び現金同等物 801百万円



(リース取引関係) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 

  

  
  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

(注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しており

ます。 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械及び
装置 4 2 2

車両及び
その他の
陸上運搬
具 

6 4 1

工具・器
具及び備
品 

103 52 51

合計 114 58 55

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

(注)     同左 

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械及び
装置 4 3 0

車両及び
その他の
陸上運搬
具 

6 5 0

工具・器
具及び備
品 

134 51 82

合計 145 60 84

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

(注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末 
残高 
相当額 
(百万円) 

機械及び
装置 4 2 1 

車両及び
その他の
陸上運搬
具 

6 5 1 

工具・器
具及び備
品 

168 69 99 

合計 179 76 102 

      

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

１年内 22百万円

１年超 32百万円

合計 55百万円

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

(注)     同左 

１年内 27百万円

１年超 57百万円

合計 84百万円

２ 未経過リース料期末残高相当額 

  

(注) 未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。 

１年内 31百万円

１年超 70百万円

合計 102百万円

      

３ 支払リース料 11百万円

  減価償却費相当額 11百万円

３ 支払リース料 17百万円

  減価償却費相当額 17百万円

３ 支払リース料 29百万円

 減価償却費相当額 29百万円

      

４ 減価償却費相当額の算定方法

は、リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額法

によっております。 

４      同左 ４      同左 



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価評価されていない有価証券の主な内容及び中間貸借対照表計上額 

  

(注) 株式等の減損に当たっては、回復可能性があると認められる場合を除き、当中間会計期間末における時価が取得原価の50％

以下に下落したときに減損処理を行っております。 

また、回復可能性があると認められる場合を除き、過去一定期間における時価と取得原価との乖離状況等保有有価証券の時

価水準を把握するとともに、発行体の財務内容の悪化状況の検討等により、総合的に判断して減損処理を行っております。 

  

当中間会計期間末(平成17年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価評価されていない有価証券の主な内容及び中間貸借対照表計上額 

  

(注) 株式等の減損に当たっては、回復可能性があると認められる場合を除き、当中間会計期間末における時価が取得原価の50％

以下に下落したときに減損処理を行っております。 

また、回復可能性があると認められる場合を除き、過去一定期間における時価と取得原価との乖離状況等保有有価証券の時

価水準を把握するとともに、発行体の財務内容の悪化状況の検討等により、総合的に判断して減損処理を行っております。 

  

有価証券の種類 
取得原価
(百万円) 

中間貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

株式 299 661 362

その他 ――― ――― ――― 

合計 299 661 362

区分 有価証券の種類
中間貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券 非上場株式(店頭売買株式を除く) 51

  債券 10

有価証券の種類 
取得原価
(百万円) 

中間貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

株式 301 995 694

その他 ――― ――― ――― 

合計 301 995 694

区分 有価証券の種類
中間貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券 非上場株式(店頭売買株式を除く) 51

  債券 10



前事業年度末(平成17年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価評価されていない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額 

  

(注) 株式等の減損に当たっては、回復可能性があると認められる場合を除き、当事業年度末における時価が取得原価の50％以下

に下落したときに減損処理を行っております。 

また、回復可能性があると認められる場合を除き、過去一定期間における時価と取得原価との乖離状況等保有有価証券の時

価水準を把握するとともに、発行体の財務内容の悪化状況の検討等により、総合的に判断して減損処理を行っております。 

  

(デリバティブ取引関係) 

  

  

(持分法損益等) 

  

  

有価証券の種類 
取得原価
(百万円) 

貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

株式 300 825 525

その他 ――― ――― ――― 

合計 300 825 525

区分 有価証券の種類
貸借対照表計上額 
(百万円) 

その他有価証券 非上場株式(店頭売買株式を除く) 51

  債券 10

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当社のデリバティブ取引には、ヘッ

ジ会計を適用しているので、該当事

項はありません。 

同左 同左 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 同左 同左 



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり中間(当期)純利益金額の算定の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 278円97銭 １株当たり純資産額 323円66銭 １株当たり純資産額 295円43銭

１株当たり中間純利益 28円90銭 １株当たり中間純利益 24円00銭 １株当たり当期純利益 39円30銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

がないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

がないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。 

  
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

中間(当期)純利益 (百万円) 462 383 628

普通株主に帰属 
しない金額 

(百万円) ― ― ―

普通株式に係る 
中間(当期)純利益 

(百万円) 462 383 628

普通株式の 
期中平均株式数 

(千株) 15,990 15,983 15,988



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

平成17年６月29日に提出しました有価証券報告書に係る訂正報告書であります。 

  

(1) 
有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第140期) 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  
平成17年６月29日 
近畿財務局長に提出 

(2) 
  
有価証券報告書の 
訂正報告書 

      
  
平成17年10月25日 
近畿財務局長に提出 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１６年１２月２２日

阪 神 内 燃 機 工 業 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている阪神内燃機工業株式

会社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第１４０期事業年度の中間会計期間（平成１６年４月１日から平成１６

年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、阪神内

燃機工業株式会社の平成１６年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１６年４月１日から平成

１６年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 大 津 景 豊 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 中 西 倭 夫 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月２２日

阪 神 内 燃 機 工 業 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている阪神内燃機工業株式

会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第１４１期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７

年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、阪神内

燃機工業株式会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１日から平成

１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 田 拓 幸 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 大 津 景 豊 
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